
入 札 公 告  

 

令和５年度県内自給飼料生産・堆肥利用緊急支援事業（令和４年度補正）による機械導入に

ついて以下のとおり一般競争入札を行いますので公示します。 

 

令和５年８月７日 

 

                               （事業実施主体） 

                            株式会社 大久保養鶏農場 

                            代表取締役 大 久 保  好 文 

［ 押 印 省 略 ］ 

 

１． 競争入札に付する事項 

（1）調達する物品の名称及び数量 

ホイールローダー  １台 

（2）調達する物品の仕様等：入札説明書及び仕様書による。 

（3）事業実施主体：株式会社 大久保養鶏農場 

（4）納 入 期 日：令和６年３月２０日（水）まで 

（5）納 入 場 所：入札説明書による。 

（6）売買契約締結： 

本事業の施行は、事業実施主体である株式会社大久保養鶏農場が行う。 

よって、入札によって決定した入札額をもって株式会社大久保養鶏農場と契約する。 

（7）入 札 事 項：機械納入金額 

 

２． 一般競争入札参加資格 

（1）予算決算及び会計令（以下「予決令」という。）第 70条及び第 71条の規定に該当しないも

のであること。 

（2）申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、行政ならびにその関係機関か

ら指名競争入札に関する指名停止を受けていないこと。 

（3）当該調達をする物品等に関し、迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備され

ていることを証明した者であること。 

（4）当該調達をする物品等に関し、仕様書に記載の要件を満たしていることを証明した者であ

ること。 

（5）入札に参加しようとする者の間に次の基準に該当する関係がないこと。 

○人的関係 

以下のいずれかに該当する 2者の場合。 

ただし、ア．については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社であ

る場合は除く。 



 

 

ア． 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を兼ねている場合。 

イ． 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合。 

   ○その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 

    その他上記と同視しうる人的関係があると認められる場合。 

 (6) 上記(1)から(5)の条件を満たしていても、仕様書等の条件を満たしていない時、また提出

を求めた書類等について提出がない場合には競争参加資格はないものとする。 

 

３． 入札手続等 

(1) 担当窓口（施行管理） 

   名   称  ：株式会社 大久保養鶏農場 

住   所  ：島根県益田市左ケ山町イ２番地３ 

電   話  ：0856-25-1584 

施行管理担当者：大久保 好文 

所   属  ：株式会社 大久保養鶏農場 代表取締役 

   

(2) 入札説明書の交付期間、方法等 

    ア．期  間：令和５年８月７日(月)～令和５年８月２１日(月)            

イ．交付方法：島根県養鶏協会ホームページからのダウンロード又は閲覧場所（株式会社 

大久保養鶏農場事務所）での交付。 

ウ．電  話 ：0856-25-1584 

 

(3) 一般競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び一般競争入札参加資格確

認資料（以下「資料」という）の提出期間、場所及び方法 

 ア．期  間 ：令和５年８月７日(月)～令和５年８月２１日(月) 17時必着 

 イ．場  所 ：株式会社 大久保養鶏農場 

 ウ．方  法 ：上記場所に持参もしくは、簡易書留又はレターパックで郵送すること。 

 

(4) 一般競争入札参加資格確認通知 

 令和５年８月２２日(火)までに書面（FAX送信）により通知する。 

 

(5) メーカー説明会 

 執り行わない。要望がある場合は個別対応とする。 

 

(6) 入札書の提出方法 

 ア．日  時 ：令和５年８月３１日（木）17時必着 

 イ．場  所 ：〒699-5121 島根県益田市左ケ山町イ２番地３ 

         株式会社 大久保養鶏農場 

ウ．提出方法 ：入札者は上記の場所まで入札書を持参もしくは、簡易書留又はレター

パックで郵送すること。 



 

 

エ．入札書の記載方法 

入札書には消費税及び地方消費税を除いた金額を記載する。 

     

(7) 入札の無効 

本公告に示した入札参加に必要な資格のない者の入札、入札の条件に違反した入札は無

効とする。 

 

(8) 落札者の決定方法 

ア． 予定価格の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

イ． 予定価格に達しない場合は最低入札者と協議し、落札者を決定する。 

ウ． 落札者を決定した場合は、落札者にその旨を連絡するとともに、入札結果等に関する

書類を閲覧に供する。 

 

(9) その他 

その他の詳細については、入札説明書による。 

 


